
特定非営利活動法人ＰＯＰＯＬＯ 文書管理規程 

 

（目的） 

第１条 この規程は、特定非営利活動法人ＰＯＰＯＬＯ（ 以下「当法人」という。）における文書の取扱いを定

め、事務を正確かつ効率的に処理することを目的とする。 

 

（文書の定義） 

第２条 この規程において、文書とは図書類を除く紙面を利用した記録のほか電子メール等の電磁的記録を含む

業務上取扱うすべての記録（ただし、図書類は除く。）をいう。 

 

（事務処理の原則） 

第３条 当法人の事務は、原則として文書により処理するものとする。 

２ 文書によらないで処理した場合、必要に応じて直ちに文書を作成し、事後に支障のないようにしなければな

らない。 

 

（取扱いの原則） 

第４条 文書の取扱いは、責任を明らかにして正確かつ迅速に行うとともに、常に整理し、その所在 

を明らかにしておかなければならない。 

 

（文書管理担当者） 

第５条 文書の受付、配布、回付または整理保存等を行わせるため、文書管理担当者を置く。 

２ 文書管理担当者は、理事長が任免する。 

 

（決裁手続き） 

第６条 文書の起案は、担当部署において行うものとする。 

２ 起案文書は、「理事の職務権限規程」に定める決裁権者（以下「決裁権者」という。）の決裁を受けるものと

する。 

３ 起案文書は、原則として「稟議書」を用いて決裁手続きを行うものとする。 

４ 既決の「稟議書」は、担当部署で保管する。 

５ 理事長は、緊急時等において必要と判断する場合には、期間、ソフトウェア、管理方法等を具体的に定めて、

電子決裁手続きへの移行またはその併用の措置を取ることができる。 

 

（受信文書） 

第７条 当法人に到着した文書（以下「受信文書」という。ただし、軽易な文書は除く。）は、文書管理担当者に

おいて受付けるものとし、文書管理担当者以外において受取ったときは、速やかに文書管理担当者に回付しなけ

ればならない。 

２ 文書管理担当者は、受信文書に受付印を押印する。ただし、許可書等押印することが適当でないものは、こ

の限りでない。 

３ 前項の規定により受付印を押印した受信文書については、担当部署において文書の内容に応じて適切に整理

保管するとともに、必要な処理を行う。 

 



（外部発信文書） 

第８条 当法人外に発信する文書（以下「発信文書」という。ただし、軽易な文書は除く。）は、第６条の決済手

続きを経た後に発信する。 

２ 前項の規定による発信文書については、担当部署において発信するとともに、稟議書に発信等の処理状況を

記載し、または処理結果がわかる資料の添付を行う。 

 

（整理及び保管） 

第９条 文書の整理保管は、原則として当該文書の担当部署において行う。 

２ 文書の保管期間は当該文書の処理が完了した事業年度の末日までとする。 

 

（保存期間） 

第 10 条 文書の保存期間は、別表の「文書保存期間基準表」による。ただし、関係法規により保存年限が定めら

れている文書、または、個別の契約等により基準を超える保存を求められている文書については、当該法規、ま

たは契約等に定める期間とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、法令等により備え置きが義務付けられている文書、あるいは、組織の管理・運営

のために常時使用する必要があると決裁権者が判断した文書については、必要な期間保管することができる。 

３ 第１項の保存期間は、処理を終えた年度の翌年度から起算する。 

 

（廃棄） 

第 11 条 保存期間を経過した文書は廃棄する。ただし、決裁権者が引続き保存する必要があると認 

めたものはこの限りではない。 

２ 前項の廃棄は、文書の内容に応じて情報の保護等に配慮した適切な方法により行う。 

 

（細則） 

第 12 条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が定める。 

 

（改廃） 

第 13 条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。 

 

附 則 

この規程は、令和３年６月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

保存期間 文書の種類 

Ａ．永年保存 １．定款及び規則の制定及び改廃に関するもの 

２．法人の設立・運営に係る関係行政庁への申請、届出等の手続に関するもの 

３．行政庁等による指導または命令に関するもの 

４．７年保存を原則とする文書のうち重要なもの 

５．その他、上記の文書に類するもの 

Ｂ．７年保存 １．役員の選任及び解任に関するもの 

２．総会及び理事会の運営に関するもの 

３．職員の採用、休職、退職及び解雇に関するもの 

４．職員の採用等に係る関係行政庁への申請、届出等の手続に関するもの 

５．事業報告、決算及び監査に関すること 

６．財産の取得、管理及び処分に関するもの 

７．助成金報告の根拠となる会計書類及び証憑 

８．行政庁等による検査に関するもの 

９．５年保存を原則とする文書のうち重要なもの 

10．その他、上記の文書に類するもの 

Ｃ．５年保存 １．事業の計画、実施及び報告に関するもの 

２．寄付金の受入及び助成金の交付等に関するもの 

（助成金交付等に伴う応募書類のうち落選した団体のものは除く） 

３．賛助会員に関するもの 

４．委員会の設置及び委員の委嘱に関するもの 

５．委員会の運営に関するもの（事業に付随するものは除く） 

６．臨時職員の任免に関するもの 

７．職員の人事、勤務条件、給与及び旅費に関するもの 

８．職員の給与等に係る関係行政庁への申請、届出等の手続に関するもの 

９．予算並びに収入及び支出に関するもの 

10．契約に関するもの 

11．安全衛生及び災害補償の関するもの(福利厚生は除く) 

12．３年保存を原則とする文書のうち重要なもの 

13．その他、上記の文書に類するもの 

Ｄ．３年保存 １．会議及び研修に関するもの（事業に付随するものは除く） 

２．出勤簿、休暇簿等、職員の服務に関するもの 

３．相談者の記録に関するもの 

５．その他、上記の文書に類するもの 

Ｅ．２年保存 １．物品及び食品の取得、管理、提供ならびに処分に関するもの 

２．印紙等の出納に関するもの 

３．その他、上記の文書に類するもの 

Ｆ．１年保存 １．助成金交付等に伴う応募書類のうち落選した団体のもの 

２．その他、前記の各保存期間の区分に属さない軽易なもの 

 

別表「文書保存期間基準表」 




